
 
 

 

 

 

 
田原市商工会・渥美商工会では、田原市内で生産された野菜を活用して加工・

製造した商品を「ベジフル田原」として認定しています。 

認定品は、カタログやホームページでの広報宣伝をはじめ、各種展示会での販

路開拓や県内イベントでの販売など、売上拡大に向けた 

各種支援を受けられます。 

田原らしい野菜を加工した商品を広く募集しますので、  
ぜひご応募下さい。  
１． 募集期間 

平成３０年１０月２２日（月）～ 平成３０年１１月２２日（木） 

２．認定制度（抜粋） 

■事業目的  

田原市内で生産された野菜を活用して加工・製造された商品を「ベジフル田原」として認定し、

地域産業の活性化を図るとともに、田原市の知名度とイメージを高めることを目的とする。  

■認定資格  

田原市商工会・渥美商工会の会員事業所及び市内の小規模事業者とする。  

■認定対象  

田原市内で生産された野菜を主な材料として活用して、田原市内で商品を開発し、田原市内外

で加工・製造された商品であること。  

ただし、飲食店等において提供される料理は対象外とします。  

■認定基準等  

① 原 料 市内で生産された野菜を主な素材として活用していること。 

② 開 発 商品開発が田原市内で行われていること。 

③ 加 工 ・製 造 商品の加工・製造が田原市内もしくは国内で行われていること。 

④ 商 品 力 商品に独自性があり、味わいと品質が高いこと。 

⑤ 物 語 力 商品等に田原市の自然・歴史・伝統・文化などの物語性があること。 

⑥ 品 質 管 理  業界の製造基準、品質基準、表示義務等を満たしていること。 

⑦ 法 令 遵 守  関係する法令を遵守して、事業が行われていること。 

■認定方法  

 ベジフル田原委員会が認定基準による審査を行い、認定の可否について決定します。  

３．お問合せ 

田原市田原町倉田１０－２   田原市商工会 ℡05３１-２２-６６６６ 

田原市古田町宮ノ前３２－６  渥美商工会  ℡05３１-３３-０４４１ 

田原市商工会 ホームページ https://www.tahara.or.jp/ 

渥美商工会  ホームページ https://www.atsumi.or.jp/ 

 

～認定品申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください～ 

 


